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清須市はるひ美術館 指定管理業務仕様書 

 

 この仕様書は、清須市夢広場はるひ内に設置する清須市はるひ美術館（以下「美術館」という。）

の指定管理業務の概要を示すのもので、本仕様書に掲載のない軽易なものは、清須市と協議の上、

実施することとする。 

 

 

１ 清須市はるひ美術館の運営基本方針 

清須市夢広場はるひは、市立図書館（平成２４年７月開館）、はるひ美術館（平成１１年３月竣

工）、屋外型文化公園（都市公園）（平成１１年３月竣工）からなり、福祉、文化を担う交流施設

として、子どもから高齢の方まで、どなたでも楽しめるコミュニケーションゾーンとして利用さ

れており、はるひ美術館は、市民の美術に関する知識及び教養の向上を図り、もって市民の文化

の振興に寄与することを目的とする。 

また、平成２４年度より、美術館もこれらの施設の一部として、一体的に管理運営することに

よって、効率的・効果的な事業展開をしてきている。 

指定管理者は、次の内容を踏まえ創意工夫により、さらに質の高いサービスを提供することと

する。 

・夢広場はるひの設置目的に添った適正な管理運営を行うこと。 

・施設の有効活用を進め、利用者サービス等の向上と経費節減に努めること。 

・指定管理期間を通じ、市民ニーズ、清須市の政策の動向等を踏まえ、柔軟かつ適切な業務の

見直しを適時行うこと。 

 

２ 管理運営の基準 

(1) 関係法令等の遵守 

業務の遂行にあたっては、次の関連する法令等を遵守すること。 

②  地方自治法 （昭和２２年法律第６７号） 

② 清須市夢広場はるひの設置及び管理に関する条例（平成２３年清須市条例第１８号。以下

「設置条例」という。） 

③ 清須市美術館管理規則（平成２３年清須市教育委員会規則第２号。以下「美術館規則」と

いう。） 

④ 清須市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年清須市条例第６１

号。以下「指定管理者条例」という。） 

⑤ 清須市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年清須市規

則第５２号。以下「指定管理者規則」という。） 

⑥ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

⑦ 消防法、水道法その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

⑧ その他清須市夢広場はるひで管理運営する業務に関連するすべての法令 

(2) 休館日・利用時間 

休館日・利用時間については、美術館規則において下記のとおり定めることとする。なお、

市民サービスの向上、施設の活性化という観点から必要に応じ休館日を臨時に開館し、又は休

館日及び利用時間を臨時に変更する等の柔軟な施設運営を清須市との協議のうえ実施するこ

とができる。 

①  休館日 

月曜日（当該月曜日が休日にあたるときは、その直後の休日でない日。）及び年末年始の

１２月２９日から翌年１月３日までとし、その他の休館日として、展覧会の設営準備、燻蒸

や施設修繕など清須市が認めたときとする。 

② 開館時間 

午前１０時から午後７時まで 
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 (3) 利用許可及び利用許可の取り消し等に関する業務 

① 利用申請の受付、利用許可、利用変更許可、利用許可の取り消しに関すること。 

② 施設利用、付属設備の操作等に当っての相談・案内業務に関すること。 

(4) 利用料金の設定 

美術館の利用料金は、設置条例及び美術館規則で規定する額とする。 

 (5) 個人情報の取扱い 

指定管理者は、本業務を行うにあたり、清須市個人情報保護条例（平成１７年清須市条例第

１１号）に基づき、管理運営を通じ取得した個人情報に関する情報を保護するため、その取扱

いに十分留意し、漏えい滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報

を保護するために必要な措置を講じることとする。 

(6) 情報公開 

指定管理者は本業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等（電子データ、写真等を含

む。）で指定管理者が管理しているものの公開については、清須市情報公開条例（平成１７年

清須市条例第１０号）に基づいて、適正な情報公開に努めることとする。 

(7) 文書の管理・保存 

指定管理者は、本業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、清須市文書管理規程（平成１

７年清須市訓令第８号）に基づいて、適正に管理・保存することとする。また、指定期間終了

時に、清須市の指示に従い、保存文書を清須市に引き渡すこととする。 

(8) 守秘義務 

指定管理者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の

利益のために使用することはできない。指定管理期間終了後も同様とする。 

(9) 業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

(10) 環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した本業務の実施に努めること。 

① 環境に配慮した商品・サービスの購入を推進し、資源の有効活用や適正処理を図ること。 

② 電気・ガス・ガソリン等の使用量の削減に向けた取り組みを推進すること。 

③ 化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境、人や美術品に影響を及ぼす事故を

防止すること。 

 

３ 施設の維持管理に関する業務 

指定管理者は、設置条例第２条に規定する設置目的に従って、美術館の管理をしなければなら

ない。 

(1) 施設及び設備管理  

施設及び設備の適切かつ安全な管理のため、以下の管理業務を行うこと。業務遂行に当た

っては、関係法令等を遵守し、効率的・効果的な施設管理に努めること。また、維持管理の

ための管理要員を１名以上配置しなければならない。（夢広場はるひ内施設管理要員の兼任を

妨げない）なお、実施に際しては、指定管理者において必要な官公署の免許、許可、認可等

を受けるものとし、包括的な再委託は認められない。（個別業務について業務委託による場合

は、再委託先が必ず免許等を有していること。） 

   ① 施設管理  

ア 管理等業務  

イ 機械警備業務 

ウ 清掃業務  

エ 収蔵庫燻蒸業務  

② 設備管理  

ア 空調設備保守点検業務  

イ 消防設備保守点検業務  
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ウ エレベーター保守点検業務  

エ 自動ドア保守点検業務  

オ 防犯監視システム保守点検 

(2) 物品（消耗品及び備品等）の管理  

美術館の運営に支障をきたさないよう必要な消耗品及び備品について、適宜購入し、管理を 

行うものとし、備品及び重要物品については、 備品一覧表兼物品出納簿により管理を行うこ 

ととする。また、保守点検を十分に行うとともに、破損、不具合等が発生した時は、速やかに 

清須市に報告すること。なお、上記物品の分類及び取扱等については、清須市財務規則の規定 

に基づくものとする。 

美術館の備品、情報資産は、原則として指定管理者に引継ぐが、所有権は清須市にある。滅 

失又は毀損した場合は、速やかに清須市に報告すること。 指定期間中に指定管理者が購入し

た備品及び情報資産は、清須市に引き継ぐ。また、指定期間の終了若しくは指定の取り消しの

場合は、原状に復帰すること。ただし、指定管理者が任意により購入した備品についてはこの

限りではない。 

前述の備品に車両は、含まれない。必要な場合は、指定管理者が準備し、その維持管理費は 

指定管理者が負担する。 

  

 (3) 美術館資料の管理  

美術館が収集し、保管し、又は展示する資料は、次世代へと伝えられなければならない。信

頼できる情報源として、広く市民に活用されるよう管理しなければならない。 

 (4)  経理について  

美術館の運営に関しての収入、支出については、各区分毎に明確な会計、経理の基準の下に

事実に添って正確に記録すること。また、法人の口座とは別に指定管理者専用の口座を設けて

整理すること。 

 ① 指定管理者の収入として見込まれるもの  

ア 管理委託料  

清須市が指定管理者に支払う館運営のために要する基本的経費  

イ 利用料金  

従来、直営で運営する際の観覧料及び使用料に相当するもので、美術館条例の定めに

より、指定管理者の収入として収受できる。  

ウ 業務附帯収入 

図録、ミュージアムグッズ、ワークショップ参加費など。 

清須市が作成した図録等は含まれない。  

(5) 関係機関との連携・連絡に関する業務  

下記に例示する関係機関等との連携等に努めること 

① 清須市及び清須市教育委員会  

② 清須市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所等の教育（福祉）施設 

③ 近隣美術館及び近隣美術教育機関 

④ 日本博物館協会及び愛知県博物館協会  

⑤ その他の関係機関  

(6) 庶務に関する業務 

    下記に例示する庶務的事務を処理すること。 

① 従業員の服務等に関する事務  

ア 勤務体制・勤務時間・休暇等勤務条件に関する事務  

イ 福利厚生に関する事務 

 ② 庶務事務  

ア 郵便、電子メール等収受・発送  

イ 文書・簿冊整理  
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ウ パンフレット・ポスター等掲示管理 

エ 利用料金等の収入事務等  

オ 利用者からの意見・苦情等の対応  

③ 賃貸借等に関する業務  

ア 美術館案内電柱板設置  

イ カラーコピー機借上 

ウ テレビ受信 

エ インターネット回線 

４ 運営に関する業務 

美術館の運営については、以下の学芸業務を行うこと。業務遂行に当たっては、関係法令等を遵

守し、効率的・効果的な施設運営に努めること。美術館運営に必要な知識・経験を有し、運営実務

に力量を備えた館長を配置し、（非常勤可）学芸員２名（内１名は美術史専攻の博士課程修了もしく

は同等の学力を有する者）・事務職員１名を配置しなければならない。また、指定期間の終了若しく

は指定の取り消しの場合、学芸員２名は清須市が引継ぐ。 

実物、複製、模写、図書、写真、フィルム等の美術館資料（以下「資料」という。）の収集、保管

等については、概ね次の事項に留意しつつ行うこと。 指定管理者は、学芸員による資料の収集等に

かかる調査研究活動について理解し、配慮すること。 

(1) 総合的な業務 

① 毎年度指定された事業計画書及び収支予算書を、清須市へ提出し承認を受ける。 

② 毎月指定された業務報告書を、翌月末までに清須市に提出する。 

③ 毎年度終了後、指定された事業報告書及び収支決算書を、清須市へ提出し承認を受ける。 

 (2) 美術館運営に関する業務 

① 資料の収集等  

ア 市民からの貴重な資料の寄贈等の申し入れがあれば、積極的に当該資料の調査等を行 

うこと。 

イ 日常的に資料の情報に留意し、当該情報や保存状態等からみて良質と思われる資料が 

あれば、積極的に調査、研究し、必要な場合には、館蔵品の充実のため、予算を考慮し 

つつ購入を検討すること。  

ウ 美術館に寄贈を受けた資料については速やかに、館蔵する全ての資料については年度 

末にそれぞれ報告すること。 

② 資料の保管等  

受け入れた資料は、各資料の性格を考慮しながら適切と考えられる収蔵場所を決定し、

保管すること。また、資料の状態、性格等を考慮し、必要があると判断したときは、保存

処理や複製資料の作成など、資料保護に努めなければならない。 

    ③ 資料の公開、展示等  

資料は、単に所蔵しているというだけでは資料本来の意味を十分に果たしているとはい

えない。館として、収集資料の一定の整理が完了したり、まとまった資料の寄贈を受けた

ときなど、適切な時期を考慮し、一般に公開するための企画立案をすること。 なお、資

料の展示に際し、当該資料について劣化、毀損及び盗難等が生じることのないよう、常に

点検を行い良好な状態が 維持できるよう留意すること。 

  (3) 資料台帳の作成及び資料の整理  

収蔵資料の管理・活用を図るため、資料のデータベース化を促進することにより、資料台

帳の効率的な作成及び資料の整理を行うこと。  

(4)  資料の調査、研究及び報告書、図録の作成  

資料の調査・研究等は、資料の収集、展示、公開等とともに、美術館の中心的な業務であ

る。学芸員は、常に資料について調査・研究に努め、館内での議論は勿論のこと、関係機関

とも連携を図りながら美術館における学問的レベルの向上を目指すこと。また、これらの成

果ともいうべき図録・報告書等の発行についても積極的に取り組みを進めること。 指定管理
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者は、学芸員による資料にかかる調査研究活動について理解し、配慮すること。 

  (5) 清須市社会教育施設への展示協力等  

館内だけでなく、清須市社会教育施設での展示に係る協力、助言、提案をすること。  

（6） 貸館業務  

市民の芸術・文化の交流や発表の場として、また、身近な芸術・文化に親しめる施設とし

て、積極的に場の提供をするため、次のとおり施設の貸館業務を行うこと。 

① 展示室の使用許可申請、使用許可に関すること。  

② 備品使用の使用許可申請、使用許可に関すること。 

   ③ 利用料金の収受、還付に関すること。 

   ④ 館内の案内、電話による問合せ等の対応。 

   ⑤ 施設利用等に際しての必要な指導・助言。  

(7) 展覧会事業 

      市民に優れた芸術・文化の鑑賞機会を提供するため、魅力ある自主企画や巡回展を中心とし

た企画展、収蔵作品を中心に構成した小企画展を開催すること。開催に当たっては、来館者の

安全確保に留意するとともに、多くの市民に観覧してもらえるような展覧会事業を実施するこ

と。また、企画展における利用料金は、できるだけ低く抑えるとともに、積極的に広報・宣伝

に努め、事業効果を図るため、事業毎にアンケート調査を実施すること。 指定管理者は、学

芸員による展覧会事業にかかる調査研究活動について理解し、配慮すること。 展覧会事業に

ついては次の要件を考慮しながら開催すること。 

① 特別展 

年１回以上開催すること。会期は１月以上とし、特に夏期休業中にあたっては、市民が家

族で美術館に足を運ぶ機会である。親しみやすく、集客が見込める企画を立案すること。 

② 企画展 

年３回以上開催すること。会期は３週間以上とし、美術、考古・工芸、歴史・民俗等の各

分野にわたり、幅広く展覧会を企画・開催すること。美術館としての役割を果たしつつ、市

民のニーズにあった展覧会内容を企画立案すること。 

③ 収蔵品展 

年１回以上開催すること。会期は３週間以上とし、これまでの収蔵品の精華を辿ることで、

美術館の存在意義を問い、さらに今後の美術館活動への示唆を見い出すこと。 

④ はるひ絵画トリエンナーレ（別途委託事業とする。） 

       芸術活動の奨励を図り、新進作家の発掘、顕彰を目的とし３年に一度開催すること。１年

目に実行委員会を立ち上げ、名称や応募要項を決定する。２年目は、作品募集から審査まで

を行い、３年目に表彰、展覧会を開催すること。 

⑤ 観覧者のスムーズな流れにも配慮した展示会場を企画立案すること。 

⑥ 企画展の内容にあわせてワークショップ、ミュージアムショップ等を計画し、実施するこ

と。 

⑦ 夢広場はるひ内施設との協働や行政とのタイアップの構築を考慮すること。 

(8) 広報活動と各種情報の提供  

施設の広報や情報提供のため、必要な媒体の作成、配布を行うこと。また、各種情報の収集や

提供を清須市と連帯して実施すること。 

①  清須市広報誌への掲載（毎月） 

②  ホームページの更新事務及びブログ更新（随時） 

③  利用案内パンフレット作成（必要に応じて修正） 

④  年報発行 

⑤  年間行事予定表（前年度３月） 

⑥  新聞、雑誌、テレビ局等マスコミへの情報提供（随時） 

⑦  展覧会開催にかかるポスター、チラシの製作配布（開催２月前） 

※ 指定管理業務を行う際は清須市はるひ美術館（清須市夢広場はるひ）が指定管理者によ
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り管理・運営されている施設であることを利用者に示すため、管理施設内や案内パンフレ

ット等に指定管理者名等を表示するものとする。 

（表示例） 

清須市の市有施設である清須市はるひ美術館（清須市夢広場はるひ）は、指定管理者で

ある○○○○が管理・運営を行っています。 

連絡先 指定管理者である○○○○ 

TEL ○○○－○○○－○○○○ 

(9)  教育普及事業 

    美術館自主事業及び清須市生涯学習課による講座への提案、協力、実施をすること。 

(10) 関係団体等との連絡調整に関する業務 

・清須市の自主事業実施の際には、ＰＲなどで全面的に協力すること。 

 ・運営に関する各種照会に対する回答を行うこと。 

・円滑な管理運営を図るため、類似公共施設の情報収集をすること。 

・所管課と定期的な調整会議を実施すること。 

(11)  清須市夢広場はるひ内施設との連携業務 

図書館、公園との連携を図り、一層の業務効果を目論むこと。 

(12)  その他  

ボランティアの育成及び連携を図ること。 

 

５ 指定管理者の自主事業  

指定管理者は設置目的に添う事業を実施することができる。実施に当たっては内容・日程等に

ついて清須市と協議し、清須市が認めるものに限り実施できる。 

なお、この「指定管理者の自主事業」は清須市が経費・責任等を担保しない。 

指定管理者は自主事業の収入を自らの収入とすることができる。 

 

６ 人員の配置等 

(1) 職員の規律について 

本業務に従事する職員は責任感を有し、公共施設の品位を損なう恐れがない者とし、勤務中

は名札を着用し、常に清潔な服装を心掛けること。 

(2) 人員の配置体制について 

本業務は管理責任者の監督下で、適切な人員を配置し実施すること。 

(3) その他管理業務について 

① 管理施設の保全業務 

ア 苦情・事件の処理 

イ 災害等非常時の対応 

ウ 利用者の館内利用に関する調整 

② 消防・防災業務 

ア 消防署との調整及び消防法の規定に基づき防火管理者を選任し、消防計画の作成及び届出

等の職務を遂行すること。 

イ 消防・防災マニュアルの作成 

ウ 消防訓練の実施（年２回以上） 

エ その他防火管理上必要な業務 

③ 遺失物取扱業務 

管理施設での遺失物の受取り、警察への届出 

④ 掲示板へのポスター、チラシの掲示 

⑤ 鍵の保管・管理 

管理施設のすべての鍵の管理、保管 

(4)  職員の資質の向上ついて 
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本業務に従事する職員自身が常に市民サービスの向上に関心を持つとともに、市民ニーズ等

の把握に努め、市民からの問い合わせ等に正確かつ適切に応じられることが求められる。その

ために、管理運営を行う人的体制を整備するにあたっては、配置職員一人ひとりの資質及び能

力を向上させるための研修の実施、職場環境等指定管理者において創意工夫による措置をとら

れることが望まれる。 

(5) 職員の雇用について 

従業員は直接雇用とすること。なお、現従業員のうち引き続き当施設へ就業を希望するもの

を、優先的に雇用すること。 

 

７ 収入額・管理運営経費について 

(1) 指定管理委託料について 

清須市は、指定管理者の管理運営業務の遂行にあたり指定管理委託料を支払う。 

応募に当たっては、美術館の管理運営を行うために必要な経費を算定し、収支予算書に提示

すること。 

(2) 経費の支払い 

指定管理委託料は、予算額の範囲内で会計年度ごとに支払う。支払い時期や金額、方法は協

定にて定める。 

(3) 指定管理委託料に含まれるもの 

ア 人件費 

イ 事務費（消耗品費、通信運搬費） 

ウ 管理費（修繕費、光熱水費、保守点検委託料、維持管理に要する経費等） 

エ 事業費 

オ 物件費（備品購入費） 

(4) 指定管理委託料の変更 

指定管理委託料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、清須市と協議して決定する。 

 

８ その他  

(1) 危機管理について 

   ① 館の安全を確保するための必要な対策  

ア 安全管理体制を構築し、従業員の役割を明確化  

イ 緊急連絡体制の整備  

ウ 市民等からの情報収集  

エ 安全管理マニュアルの作成  

オ 清須市の指示に従い一斉点検（原則として年１回）の実施  

カ 一斉点検の結果、少しでも異常がある場合は、早急に補修、修繕又は安全措置の実施し、

一斉点検の結果及びその措置等を清須市に報告 

     ② 不審者又は侵入者への対応等、管理運営上の危機管理対策についてのマニュアル作成    

   ③  消防法に基づく防火管理者の選任と職務遂行  

ア 消防計画の作成と届出  

イ 消防計画に基づく消防訓練（消火・通報及び避難）の実施（年２回）  

ウ 消防用設備の点検及び整備並びに点検報告の届出  

エ 防火対象物（施設）の点検報告  

オ 避難又は防火上の必要な構造及び設備の維持管理  

カ その他防火管理上必要な業務  

(2) 責任分担（責任区分の明確化）  

清須市と指定管理者との責任分担は、概ね下記の表のとおりとし、詳細は基本協定で定める。 
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種類 内 容 
負担者 

清須市 指定管理者

物価の変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

法令等の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令等の変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

上記以外の税制変更  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責に帰すことのできない理由により、清須市からの経

費の支払遅延によって生じた事由 
○  

上記の場合以外  ○ 

政治、行政上の理由に

よる事業の変更 

政治、行政上の理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じ

た場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその

後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、火災、争乱、暴動その

他の清須市又は指定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自

然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増

加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等、清須市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容の誤りによるもの  ○ 

利用者や第三者への

賠償 

指定管理者の責に帰すことにより損害（犯罪や事故等の発生）を与

えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

事故発生 
指定管理者の責に帰すべき事由により生じた場合  ○ 

設計・構造上の問題 ○  

施設・設備・備品の損

傷 

指定管理者の責に帰すべき事由により生じた場合  ○ 

設計・構造上の問題 ○  

事業終了時の費用 
指定管理業務の期間が終了した場合、又は指定管理者が指定期間途

中において業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

 ※責任分担に定める事項以外で疑義が生じた場合は、清須市と指定管理者が協議のうえ責任分担

を決定する。 

  (3) 修繕料について  

施設、設備の修繕料は、美術館収支予算を作成する際に、必要な経費として６０万円を目処

に計上すること。修繕料は、緊急やむを得ないものを除き１件１０万円以上の場合は、清須市

との協議事項とする。この場合、修繕施工箇所のわかる写真及び費用の明細を提出すること。

年度終了後、この修繕料の執行残額は清須市に返還すること。 

 (4）行政財産目的外使用許可について  

双方で条件等の協議のうえ、協定内容に盛り込むことができる。 

(5) 行政委員会について 

清須市社会教育委員会及び社会文化施設運営委員会は、清須市内社会教育施設の円滑な運営

を図るために教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べる協議機関である。会

議にあたっては、指定管理者の同席を要請した場合、出席すること。 

 

９ 留意事項 

(1) 事故発生時の対応並びに損害賠償の責務について 

① 管理施設で事故が発生した場合には、直ちにその旨を清須市に報告することとする。 
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② 火災保険については、清須市が加入する。なお、指定管理者の責に帰すべき事由により、

清須市または第三者に損害を与えた場合には、指定管理者がその損害を賠償することとする。

また、万が一の場合に備え、指定管理者は必要な損害保険等に加入すること。 

(2) 事務引継について 

① 新たに指定管理者となるものは、そのものの負担において指定期間以前に必要な事務引継

を行うものとする。 

② 指定管理者は指定管理期間満了時及び指定管理者条例第８条（指定の取り消し等）により

指定解除となったときは、次に施設を管理するものが、円滑かつ支障なく本業務を遂行でき

るよう引継を行うこととする。 

(3) 指定の取り消し及び管理業務の停止 

① 清須市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するとき、その他指定管理者の責めに

帰すべき事由により管理業務を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、

又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じるものとする。この場合、清須

市は、停止する日の３０日前までに指定管理者に通知を行う。 

ア 協定の条項に違反したとき 

イ 指定管理者が指定の解除を申し出たとき 

ウ その他管理業務に関して適正な清須市の指示に従わないとき 

② 清須市が指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者は、既に受領した管理経費を清

須市に返還しなければならない。ただし、協定期間の中途において指定の取消しをしたとき

は、清須市と協議して返還金の額を決定する。 

③ 清須市は、①のア若しくはウにより、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理業

務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠

償の責を負わない。 

④ ①のイにより、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部もしくは一部

の停止を命じた場合における損害の賠償については、清須市と協議して決定する。 

(4) 原状回復について  

   指定管理者は、指定期間満了時又は指定が取り消されたときは、指定管理者条例第９条（原

状回復義務）の規定に基づき、管理施設を原状に復して引き渡さなければならない。ただし、

清須市が認めた場合には、指定管理者は管理施設の原状回復は行わずに、別途清須市が定める

状態で明け渡すことができるものとする。 

(5) 損害賠償 

   指定管理者は、故意又は過失により、管理する施設又は設備を汚損、損傷又は滅失したとき

は、指定管理者条例第１０条（損害賠償義務）の規定に基づき、賠償しなければならない。 

(6) 指定期間 

   平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日。ただし、この期間は清須市議会の議決によ

り確定することとなります。 

   協定の締結は１年ごととし、管理を継続することが妥当でないと認める場合は、指定管理の

指定を取り消すことがある。 

(7) その他 

   この仕様書に定めるものの他、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合

は、清須市と協議し決定する。 
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（別表１） 

利用料金 

（単位：円） 

施設区分 単   位 使用料の額 

展示室１ １日につき ２，０００

展示室２ １日につき ４，０００

オープン展示スペース １日につき ２，０００

 備考 

  １ 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合における使用料の額は、この表に定める

額に実費として市長（指定管理者がある場合にあっては、指定管理者）が定める額を加算し

た額とする。 

  ２ 連続使用については、それぞれの合計額とする。 

  ３ 入場料を徴収する場合における使用料の額は、この表に定める額に２を乗じて得た額を加

算した額とする。 

  ４ 清須市に住所を有しない者又は住所を有しない営業所等が使用する場合における使用料の

額は、この表に定める額に２を乗じて得た額を加算した額とする。 

 

（別表２） 

観覧料 

 

区     分 
観覧料の額（１人１回につき） 

個人 団体（２０人以上） 

常設展示 一般 ２００円 １６０円

障害者介添・付添者 一般の観覧料の半額 

特別展示 その都度市長（指定管理者がある場合にあって

は、指定管理者）が定める額 

 備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

  ⑴ 常設展示 美術館の平常時における美術品等の展示 

  ⑵ 特別展示 美術館が特別に企画する美術品等の展示 

  ⑶ 一般 満１５歳（中学生を除く。）以上の者（次号に該当する者を除く。） 

  ⑷ 障害者介添・付添者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者

健康手帳又は療育手帳の交付を受けた者の介添えをし、又は付添いをする者 

 

（別表３） 

 手数料 

（単位：円） 

区     分 単   位 手数料の額 

模写、模造等 １点、１回につき ３，０００

撮影 モノクローム 学術を目的とす

る場合 

１点、１回につき 
１，０００

出版等を目的と

する場合 

１点、１回につき 
１０，０００

カラー 学術を目的とす

る場合 

１点、１回につき 
２，０００

出版等を目的と

する場合 

１点、１回につき 
１５，０００

 


